
遺伝子組換え作物の種類 （325種類） （令和3年6月現在）



法律: 食品表示法（消費者庁）

平成27年4月1日施行

表示対象: 

 安全性審査を経て流通が認められた8種類の農産物（大豆、と
うもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、
パパイヤ）

 原材料の全重量において重量順位が上位3位に入り，5％以上

の含有率であること

 33種の加工食品

目的: 公衆衛生の観点からの表示
消費者の食品選択における権利



1. 豆腐
2. 練り豆腐、おから及びゆば
3. 納豆
4. 豆乳類
5. みそ
6. 大豆水煮
7. 大豆缶詰（瓶詰め）
8. 黄粉
9. 煎り大豆
10. 1～9を原料とするもの
11. 大豆（調理用）を原料とするもの
12. 大豆粉末を原料とするもの
13. 大豆タンパク質を原料とするもの
14. 枝豆を原料とするもの
15. 大豆もやしを原料とするもの
16. コーンスナック
17. コーンスターチ
18. ポップコーン
19. 冷凍トウモロコシ

20. トウモロコシ缶詰（瓶詰め）
21. コーンフラワーを原料とするもの
22. コーングリッツを原料とするもの
（コーンフレークを除く）

23. トウモロコシ（調理用）を
原料とするもの

24. 16～20を原料とするもの
25. ポテトスナック菓子
26. 乾燥ジャガイモ
27. 冷凍ジャガイモ
28. ジャガイモデンプン
29. 25～28を原料とするもの
30. ジャガイモ（調理用）を

原料とするもの
31. アルファルファを

主な原料とするもの
32. 調理用のてん菜を

主な原材料とするもの
33.パパイヤを主な原料とするもの



時期: 令和5年4月1日施行
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